
番号 136

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 介護保険課

　　　経由機関での処理期間 3日

　　　所管課での処理期間 7日

　　　標　準　処　理　期　間 計 10日

審　査　基　準

【根拠法令等】
介護保険法

（住所移転後の要介護認定及び要支援認定）
第３６条
市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被
保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村
から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支
援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の
規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要
介護認定又は要支援認定をすることができる。
（平一七法七七・一部改正）

（住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例）
第１３条
　次に掲げる施設（以下「住所地特例対象施設」という。）に入所又は入居（以下「入所等」という。）をすること
により当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者（第三号に掲げる施
設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人
福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住
所地特例対象被保険者」という。）であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村（当該住
所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。）の区域内に住所を有していたと認められるもの
は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所
地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住
所地特例対象施設（以下この項及び次項において「現入所施設」という。）に入所等をする直前に入所等をし
ていた住所地特例対象施設（以下この項において「直前入所施設」という。）及び現入所施設のそれぞれに入
所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認め
られるもの（次項において「特定継続入所被保険者」という。）については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

審査基準及び標準処理期間整理個表

住所移転後の要介護認定及び要支援認定

転出前に受けていた要介護（要支援）状態区分等を転入先市町村でも引き続き
認定する。

介護保険法（平成9年第123号）

第36条

要介護（要支援）認定をうけていること。
有効期間終了日が転入日よりも後であること。
転入住所地が住所地特例施設でないこと。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



２　特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定め
る市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれ
の住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であっ
て、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村（現
入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。）の区域内に住所を有していたと認められるもの　当該他の
市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他
の住所地特例対象施設に入所等をすること（以下この号において「継続入所等」という。）により当該一の住所
地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の
変更（以下この号において「特定住所変更」という。）を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であっ
て、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村（現入所施設が所在する市町村以外の市
町村をいう。）の区域内に住所を有していたと認められるもの　当該他の市町村
３　第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規
定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者（以下「住所地特例適用被
保険者」という。）が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村
（以下「施設所在市町村」という。）及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要
な協力をしなければならない。
（平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・一部改正）

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

住所地特例施設への転入かどうかの確認

前保険者へ認定情報を確認し要介護（要支援）認定を行う

要介護（要支援）認定を受けている方が
本市へ転入し引継ぎの申請をした場合

転入引継ぎ手続き

転入時の住所確認

前保険者へ認定情報

の確認

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


